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一 般 財 団 法 人 東 京 広 域 勤 労 者 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業 に 関 す る 規 則  

 

（ 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ １ 日 議 決 ）  

 

第 １ 章  総 則  

 

 （ 目  的 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 一 般 財 団 法 人 東 京 広 域 勤 労 者 サ ー ビ ス セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ

ー 」  

と い う 。 ） 定 款 第 ４ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 セ ン タ ー の 実 施 す る 事 業 に 関 し 必 要 な 事 項 を  

定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定  義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

 (1) 中 小 企 業  雇 用 す る 従 業 員 の 数 が ５ ０ ０ 人 以 下 の 事 業 所 等 を い う 。  

 (2) 勤 労 者 等  豊 島 区 内 、 北 区 内 、 荒 川 区 内 及 び 杉 並 区 内 の 中 小 企 業 等 に 勤 務 す る 勤

労 者 と そ の 事 業 主  

 (3) 会   員  第 ８ 条 に 定 め る 資 格 を 有 し 、 第 ９ 条 に 定 め る 入 会 手 続 完 了 者 を い う 。  

 （ 規 則 の 変 更 ）  

第 ３ 条  こ の 規 則 の 変 更 は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。  

 （ 委  任 ）  

第 ４ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 事 業 の 運 営 に 関 し て 、 必 要 な 事 項 は 、 理 事 会 の 同

 意 を 経 て 理 事 長 が 定 め る 。  

 

第 ２ 章  中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 に 関 す る 調 査 研 究 事 業  

 

 （ 調 査 研 究 事 業 ）  

第 ５ 条  勤 労 者 等 の 要 望 に 応 じ た 勤 労 者 福 祉 の 総 合 的 な 事 業 を 実 施 す る た め 、 労 働 環

境 、  余 暇 施 設 、 余 暇 活 動 及 び 福 利 厚 生 等 の 調 査 研 究 を 行 う 。  

 

第 ３ 章  中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 に 関 す る 各 種 講 習 会 等 事 業  

 

 （ 研 究 会 等 事 業 ）  

第 ６ 条  勤 労 者 等 の 要 望 に 応 じ た 勤 労 者 福 祉 に 関 す る 各 種 講 習 会 等 を 実 施 す る 。  

 

第 ４ 章  中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 に 関 す る 情 報 提 供 事 業  

 

 （ 情 報 提 供 事 業 ）  

第 ７ 条  勤 労 者 等 の 要 望 に 応 じ た 勤 労 者 福 祉 に 関 す る 事 業 の 紹 介 及 び セ ン タ ー で 実 施 す

 る 各 種 事 業 な ど 必 要 な 情 報 を 事 業 所 等 に 提 供 す る 。  

２  会 員 対 象 に 発 行 す る 会 報 誌 等 は 、 事 業 所 宛 に 一 括 し て 発 送 す る も の と す る 。  

 

第 ５ 章  中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業  

 

 （ 会 員 の 資 格 ）  
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第 ８ 条  会 員 に な る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 に 該 当 す る 者 と す る 。  

(1) 豊 島 区 内 、 北 区 内 、 荒 川 区 内 及 び 杉 並 区 内 の 中 小 企 業 等 に 勤 務 す る 勤 労 者 及 び そ の

事 業 主 （ 「 事 業 所 加 入 会 員 」 と い う 。 以 下 同 じ ）  

 (2) そ の 他 理 事 長 が 特 に 認 め た 者  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 は 、 会 員 に な る こ と が で き な

 い 。  

 (1) 臨 時 又 は 季 節 的 業 務 に 期 間 を 定 め て 雇 用 さ れ て い る 者  

 (2) 入 会 時 に １ ４ 日 以 上 の 休 業 、 安 静 加 療 を 要 す る と 診 断 さ れ て い る 者  

 (3) 第 １ ８ 条 に よ り 除 名 さ れ た 者 又 は 退 会 後 １ 年 を 経 過 し な い 者  

 (4) セ ン タ ー と 類 似 の 目 的 を 持 つ 団 体 等 の 会 員 で あ る 者  

 (5) 前 各 号 の ほ か 、 理 事 長 が 不 適 当 と 認 め た 者  

 （ 入 会 手 続 ）  

第 ９ 条  セ ン タ ー に 入 会 し よ う と す る 者 は 、 理 事 長 に 様 式 １ に 定 め る 入 会 申 込 書 を 提 出  

し 、 入 会 の 承 認 を 得 た 後 、 速 や か に 入 会 金 及 び 会 費 を 納 入 し な け れ ば な ら な い 。 た だ  

し 、 既 に 入 会 し て い る 事 業 所 に お い て 追 加 入 会 す る 会 員 の 入 会 金 及 び 会 費 は 、 次 期 の  

自 動 振 替 に よ る 納 入 に 合 算 し て 、 納 入 す る こ と が で き る 。  

２  事 業 所 加 入 会 員 は 、 事 業 所 一 括 （ 全 員 ） で 入 会 す る も の と す る 。  

３  理 事 長 は 入 会 を 承 認 し た と き は 、 別 に 定 め る 会 員 証 を 交 付 す る も の と す る 。  

 （ 資 格 の 発 生 ）  

第 １ ０ 条  会 員 の 資 格 は 、 前 条 に 規 定 す る 入 会 手 続 を 完 了 し た 日 か ら 発 生 す る 。  

 （ 入 会 金 ）  

第 １ １ 条  入 会 金 の 額 は 会 員 １ 人 に つ き ２ ０ ０ 円 と す る 。  

２  既 納 の 入 会 金 は 返 還 し な い 。  

 （ 会  費 ）  

第 １ ２ 条  会 費 は １ 人 月 額 ５ ０ ０ 円 と す る 。  

２  会 費 の 納 入 は 、 入 会 の 日 の 属 す る 月 か ら 退 会 の 日 の 属 す る 月 ま で と す る 。  

 （ 会 費 の 納 入 ）  

第 １ ３ 条  会 員 は 、 会 費 を ３ か 月 に １ 回 先 払 い す る も の と し 、 預 金 口 座 振 替 依 頼 書 を 理

 事 長 に 提 出 し 、 ４ 月 、 ７ 月 、 １ ０ 月 及 び １ 月 の そ れ ぞ れ ２ ３ 日 に 会 員 の 指 定 す る 金 融

 機 関 の 預 金 口 座 か ら 自 動 振 替 に よ り 納 入 す る も の と す る 。 た だ し 、 支 払 期 日 の 日 が 金

 融 機 関 の 休 日 に あ た る と き は 、 翌 営 業 日 と す る 。  

２  前 項 に お い て 事 業 所 加 入 会 員 に あ っ て は 、 そ の 事 業 主 が 一 括 し て 会 費 を 納 入 す る も

 の と し 、 そ の 納 入 額 は 振 替 月 の １ 日 現 在 の 会 員 数 に １ 人 当 た り の 会 費 を 乗 じ た 額 と す

 る 。  

３  入 会 金 ・ 会 費 及 び 利 用 料 金 に 未 納 が あ る と き は 、 セ ン タ ー が 実 施 す る 事 業 を 利 用 で

 き な い 。  

４  事 業 所 加 入 会 員 の 入 会 金 及 び 会 費 は 事 業 主 及 び 従 業 員 が 折 半 し て 負 担 す る 事 を 原 則

 と し 、 事 業 主 が 負 担 し た 従 業 員 に 対 す る 入 会 金 及 び 会 費 は 、 福 利 厚 生 費 （ 損 金 ・ 必 要

 経 費 ） と し て 処 理 で き る 。 な お 、 事 業 主 が 一 括 し て 負 担 す る こ と も で き る 。  

５  入 会 金 及 び 会 費 に 係 る 消 費 税 は 不 課 税 と な る 。  

 （ 退 会 届 ）  

第 １ ４ 条  会 員 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 会 員 証 を 添 え て 様 式 ２ に 定 め る 退  

会 届 を 理 事 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 (1) 第 ８ 条 第 １ 項 に 定 め る 会 員 資 格 を 失 っ た と き  

 (2) 前 号 以 外 の 事 由 に よ り 退 会 し よ う と す る と き  
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 （ 資 格 の 喪 失 ）  

第 １ ５ 条  会 員 が 会 員 資 格 を 喪 失 し た 日 を も っ て 退 会 日 と す る 。  

２  前 条 の 規 定 に 基 づ く 様 式 ２ に 定 め る 退 会 届 に よ り 、 会 員 資 格 を 喪 失 す る 日 は 次 の 各  

号 に よ る 。  

 (1) 前 条 第 １ 号 に よ る 者 は 、 第 ８ 条 に 定 め る 会 員 資 格 を 失 っ た 日 と す る 。  

 (2) 前 条 第 ２ 号 に よ る 者 は 、 当 該 退 会 届 の 提 出 が あ っ た 日 と す る 。 た だ し 、 会 員 の 死

  亡 に よ る 退 会 の 場 合 は 死 亡 日 と す る 。  

３  会 費 を ６ か 月 以 上 滞 納 し 、 引 き 続 き 納 入 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ る と き は 、 会 員

 資 格 を 喪 失 す る 。  

４  前 項 の 規 定 に よ り 会 員 資 格 を 喪 失 す る 場 合 は 、 会 員 宛 に そ の 旨 通 知 を す る こ と に よ

 っ て 、 退 会 手 続 が な さ れ た も の と み な し 、 会 員 資 格 の 喪 失 時 期 は 、 会 費 の 納 入 が あ っ

 た 最 後 の 月 の 末 日 と す る 。  

 （ 会 費 の 返 還 ）  

第 １ ６ 条  第 １ ３ 条 に よ り 、 会 費 を 納 入 し た の ち に 退 会 し た と き は 、 退 会 日 の 翌 月 以 降

 の 会 費 を 返 還 す る 。 な お 、 第 １ ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 の 既 納 会 費 の 返 還 金

は 、  次 回 以 降 の 自 動 振 替 の と き に 納 入 額 と 相 殺 し て 清 算 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 １ ４ 条 第 １ 号 の 規 定 に 該 当 す る 者 が 退 会 届 の 提 出 を ３

 箇 月 怠 っ た 場 合 の 既 納 会 費 の 返 還 は 、 当 該 退 会 届 の 提 出 の あ っ た 月 を 含 め ３ 箇 月 前 ま

 で と す る 。  

 （ 変 更 届 ）  

第 １ ７ 条  会 員 は 、 入 会 時 に 届 け 出 た 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、 速 や か に 理 事 長 に 様  

式 ３ に 定 め る 変 更 届 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  届 出 が な い 場 合 は 、 セ ン タ ー が 発 し た 通 知 （ 会 報 誌 等 の 情 報 を 含 む ） は 会 員 に 到 達

 し た も の み な す 。  

 （ 除  名 ）  

第 １ ８ 条  会 員 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 し た と き は 、 理 事 会 の 議 決 に よ り 除 名 す る こ と が

 で き る 。  

 (1) セ ン タ ー の 事 業 を 妨 げ る 行 為 を し た と き 。  

 (2)  偽 り 、 そ の 他 不 正 の 行 為 に よ り 、 セ ン タ ー の 事 業 に よ る 利 益 を 受 け よ う と し た と

  き 、 又 は 受 け た と き 。  

 (3) セ ン タ ー の 定 款 及 び こ の 規 則 に 違 反 し 、 又 は 信 用 を 失 わ し め る よ う な 行 為 を し た

  と き 。  

 

  第 ２ 節  在 職 中 の 生 活 安 定 に 係 る 事 業  

 

 （ 給 付 事 業 ）  

第 １ ９ 条  在 職 中 の 生 活 安 定 を 図 る た め 、 会 員 に 対 し 第 ２ ０ 条 か ら 第 ３ ８ 条 の 規 定 に 基

づ き 別 表 １ に 定 め る 給 付 項 目 及 び 給 付 金 額 に 基 づ き 給 付 事 業 を 実 施 す る 。  

 （ 結 婚 祝 金 ）  

第 ２ ０ 条  会 員 が 結 婚 し た と き は 、 結 婚 祝 金 を 支 給 す る 。  

２  再 婚 の 場 合 は 、 同 一 人 に つ い て １ 回 を 限 度 と し て 支 給 す る 。  

（ 記 念 婚 祝 金 ）  

第 ２ １ 条  会 員 が 結 婚 し て 満 ５ ０ 年 を 迎 え た と き は 、 金 婚 祝 金 を 支 給 す る 。  

２  会 員 が 結 婚 し て 満 ２ ５ 年 を 迎 え た と き は 、 銀 婚 祝 金 を 支 給 す る 。  

  （ 出 生 祝 金 ）  
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第 ２ ２ 条  会 員 又 は 会 員 の 配 偶 者 が 出 産 し た と き は 、 出 生 祝 金 を 支 給 す る 。  

２  出 産 に は 、 死 産 、 流 産 及 び 早 期 新 生 児 死 亡 （ 生 後 ７ 日 以 内 ） は 含 ま れ な い も の と す

る 。  

３  多 児 出 産 の 場 合 は 、 １ 児 に つ き １ 件 と し て 扱 う も の と す る 。  

  （ 入 学 祝 金 ）  

第 ２ ３ 条  会 員 の 子 （ 養 子 を 含 む 。 以 下 「 子 」 と い う 。 ） が 小 学 校 若 し く は 中 学 校 又 は

同 等 の 学 校 に 入 学 し た と き は 、 入 学 祝 金 を 支 給 す る 。  

 （ 義 務 教 育 終 了 祝 金 ）  

第 ２ ４ 条  （ 削 除 ）  

  （ 成 人 祝 金 ）  

第 ２ ５ 条  会 員 が 満 ２ ０ 歳 に 達 し た と き は 、 成 人 祝 金 を 支 給 す る 。  

  （ 入 院 見 舞 金 ）  

第 ２ ６ 条  会 員 が 同 一 傷 病 に よ り 連 続 し て １ ４ 日 以 上 入 院 し た と き は 、 そ の 日 数 に 応 じ

て 入 院 見 舞 金 を 支 給 す る 。 た だ し 、 入 院 中 に 死 亡 し た 場 合 及 び 前 回 退 院 の 日 か ら １ 年

以 上 経 過 し た 入 院 で な け れ ば 支 給 対 象 と し な い 。  

  

 （ 障 害 見 舞 金 ）  

第 ２ ７ 条  会 員 が 、 会 員 期 間 中 に 生 じ た 傷 病 に よ り 、 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和

２ ５ 年 厚 生 省 令 第 １ ５ 号 ） 別 表 第 ５ 号 に 定 め る 身 体 状 態 に な っ た 場 合 は 、 そ の 程 度 に

応 じ て 障 害 見 舞 金 を 支 給 す る 。  

２  会 員 の 身 体 状 態 の 程 度 は 、 身 体 障 害 者 手 帳 の 等 級 を も っ て 理 事 長 が 認 定 す る 。  

３  障 害 見 舞 金 の 支 給 は 、 １ 回 限 り と す る 。 た だ し 、 ７ ０ 歳 未 満 の 会 員 の 等 級 が 上 が っ  

た 場 合 は 、 差 額 を 支 給 す る 。  

４  年 齢 は 、 障 害 の 認 定 年 月 日 と す る 。  

  （ 住 宅 災 害 見 舞 金 ）  

第 ２ ８ 条  会 員 の 居 住 す る 家 屋 及 び 家 財 が 、 人 災 ・ 自 然 災 害 を 問 わ ず 、 別 表 第 ３ に 定 め

る 損 害 を 受 け た と き は 、 そ の 程 度 に 応 じ て 住 宅 災 害 見 舞 金 を 支 給 す る 。  

２  前 項 に お け る 家 屋 と は 、 そ の 所 有 権 の 有 無 に か か わ ら ず 、 会 員 が 現 に 生 活 の 本 拠

（ 店 舗 、 事 務 所 、 作 業 所 等 は 含 ま な い 。 ） と し て い る 建 物 を い う 。  

  （ 死 亡 弔 慰 金 ）  

第 ２ ９ 条  会 員 、 会 員 の 配 偶 者 、 父 母 （ 養 父 母 を 含 む 。 以 下 「 父 母 」 と い う 。 ） 及 び 子

が 死 亡 し た と き は 、 死 亡 弔 慰 金 （ 以 下 「 弔 慰 金 」 と い う 。 ） を 支 給 す る 。 た だ し 、 第

２ ６ 条 の 入 院 見 舞 金 及 び 第 ２ ７ 条 の 障 害 見 舞 金 は 同 時 併 給 し な い 。  

２  会 員 の 子 が 死 産 （ ２ ８ 週 以 上 の 流 産 を 含 む ） で あ っ た と き は 、 子 の 死 亡 と み な し 支

給 す る 。  

３  会 員 が 死 亡 し た と き 支 給 す る 弔 慰 金 の 受 取 人 の 範 囲 及 び 順 位 は 次 に よ る 。  

  （ 第 １ 順 位 ）  配 偶 者 （ 事 実 上 婚 姻 関 係 に あ る 者 【 未 届 】 を 含 む 。 ）  

  （ 第 ２ 順 位 ）  子  

  （ 第 ３ 順 位 ）   父 母  

  （ 第 ４ 順 位 ）  孫  

  （ 第 ５ 順 位 ）  祖 父 母  

  （ 第 ６ 順 位 ）  兄 弟 姉 妹  

４  前 項 の 弔 慰 金 を 受 け る べ き 同 順 位 の 遺 族 が ２ 人 以 上 あ る と き は 、 そ の １ 人 の し た 請

求 は 、 全 員 の た め そ の 全 額 に つ き し た も の と み な し 、 そ の １ 人 に 対 し て し た 支 給 は 全

員 に 対 し て し た も の と み な す 。  
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５  年 齢 は 、 死 亡 年 月 日 と す る 。  

  （ 受 給 金 額 ）  

第 ３ ０ 条  第 ２ ０ 条 か ら 第 ２ ９ 条 ま で 規 定 に よ り 支 給 す る 給 付 金 の 額 は 、 別 表 １ に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

  （ 受 給 資 格 ）  

第 ３ １ 条  第 １ ９ 条 に 規 定 す る 給 付 は 、 会 員 に な っ た 日 か ら ３ 箇 月 を 経 た 後 に 発 生 し た  

事 由 に 対 し て 支 給 す る 。 た だ し 、 在 会 １ 年 未 満 の 会 員 の 給 付 金 額 は 半 額 と す る 。  

 （ 受 給 資 格 の 失 効 ）  

第 ３ ２ 条  前 条 に 規 定 す る 給 付 は 、 会 員 の 資 格 を 失 っ た と き 失 効 す る 。  

 （ 支 給 の 制 限 ）  

第 ３ ３ 条  第 ２ ６ 条 か ら 第 ２ ９ 条 ま で の 規 定 は 、 そ の 発 生 原 因 に 災 害 救 助 法 （ 昭 和 ２ ２

年 法 律 １ １ ８ 号 ） が 適 用 に な る と き は 、 支 給 対 象 か ら 除 外 す る 。  

２  会 員 に 会 費 の 未 納 が あ る と き は 、 支 給 を 停 止 す る 。  

 （ 給 付 の 請 求 ）  

第 ３ ４ 条  給 付 の 請 求 は 、 会 員 本 人 が こ れ を 行 う も の と す る 。 た だ し 、 会 員 本 人 の 弔 慰

金 の 請 求 は 受 取 人 が 行 う 。   

２  給 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 請 求 者 」 と い う 。 ） は 、 様 式 ４ に 定 め る 給 付 金 請

求 書 に 事 由 の 発 生 を 証 明 す る 書 類 を 添 付 し て 請 求 す る 。 添 付 書 類 は 別 表 ２ に よ る 。  

３  給 付 の 請 求 は 、 給 付 事 由 が 発 生 し た 日 か ら １ 年 以 内 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 止 む を え な い 事 由 に よ り 遅 延 し た も の と 理 事 長 が 認 め た と き は 、 こ の 限 り で は な

い 。  

 （ 給 付 の 決 定 ）  

第 ３ ５ 条  理 事 長 は 給 付 金 請 求 書 を 審 査 し 、 給 付 を 決 定 し た と き は 給 付 金 を 支 払 う 。  

２  理 事 長 は 給 付 金 を 審 査 し 、 給 付 を 否 定 し た と き は 給 付 不 承 認 書 に よ り 、 当 該 請 求 者

  あ て 速 や か に 通 知 す る 。    

 （ 期 間 の 計 算 ）  

第 ３ ６ 条  給 付 に お け る 期 間 の 計 算 は 、 す べ て 会 員 の 資 格 の 発 生 し た 日 及 び 事 由 の 発 生

し た 日 か ら 起 算 し 、 翌 月 応 答 日 を も っ て １ 箇 月 と み な し 、 翌 年 の 応 答 日 を も っ て １ 箇

年 と み な す も の と す る 。  

 （ 給 付 金 の 返 還 ）  

第 ３ ７ 条  請 求 書 が 偽 り 、 そ の 他 の 不 正 行 為 に よ り 給 付 金 を 受 け た と き は 、 理 事 長 は 給

  付 金 又 は 給 付 に 要 し た 費 用 を 返 還 さ せ る も の と す る 。  

 （ 異 議 の 申 し 立 て ）  

第 ３ ８ 条  請 求 者 は 給 付 の 決 定 に 関 し て 疑 義 が あ る と き は 、 給 付 不 承 認 書 受 領 後 ６ ０ 日  

 以 内 に 理 事 長 に 対 し 、 異 議 の 申 し 立 て を す る こ と が で き る 。  

２  異 議 の 申 し 立 て の あ っ た 事 項 に つ い て は 、 理 事 会 で 協 議 の う え 決 定 す る 。  

 （ 生 活 資 金 融 資 あ っ せ ん 事 業 ）  

第 ３ ９ 条  削 除  

 

 

  第 ３ 節  健 康 維 持 増 進 に 係 る 事 業  

 

 （ 健 康 維 持 増 進 事 業 ）  

第 ４ ０ 条  勤 労 者 等 の 健 康 維 持 増 進 の た め 、 必 要 な 事 業 を 行 う 。  
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  第 ４ 節  自 己 啓 発 、 余 暇 活 動 に 係 る 事 業  

 

 （ 自 己 啓 発 事 業 ）  

第 ４ ２ 条  勤 労 者 等 の 自 己 啓 発 を 支 援 す る た め 、 必 要 な 事 業 を 行 う 。  

 

 （ 余 暇 活 動 事 業 ）  

第 ４ ３ 条  勤 労 者 等 の 余 暇 活 動 を 支 援 す る た め 、 必 要 な 事 業 を 行 う 。  

 

第 ６ 章  東 京 都 、 豊 島 区 、 北 区 、 荒 川 区 及 び 杉 並 区 が 行 う  

勤 労 福 祉 推 進 事 業 へ の 協 力 に 係 る 事 業  

 

 （ 協 力 事 業 ）  

第 ４ ４ 条  東 京 都 、 豊 島 区 、 北 区 、 荒 川 区 及 び 杉 並 区 が 行 う 勤 労 者 福 祉 推 進 事 業 に 協 力

等 を 行 う 。  

 

第 ７ 章  そ の 他 の 事 業  

 

 （ セ ン タ ー 目 的 達 成 事 業 ）  

第 ４ ５ 条  第 ２ 章 か ら 第 ６ 章 に 掲 げ る 事 業 の ほ か 、 セ ン タ ー の 目 的 を 達 成 す る た め に 必

 要 な 事 業 を 実 施 す る 。  

 

第 ８ 章  雑  則  

 

 （ 入 会 手 続 の 特 例 ）  

第 ４ ６ 条  旧 一 般 財 団 法 人 豊 島 区 勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 、 旧 一 般 財 団 法 人 北 区 勤

労 者 サ ー ビ ス セ ン タ ー 、 旧 一 般 財 団 法 人 荒 川 区 勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 及 び 杉 並

区 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 に 既 に 入 会 し て い る 者 に つ い て は 、 第 ９ 条 に 定 め る 入 会 手

続 き を 完 了 し た も の と み な す 。  

 （ 給 付 金 請 求 の 特 例 ）  

第 ４ ７ 条  給 付 金 請 求 は 、 旧 一 般 財 団 法 人 豊 島 区 勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 、 旧 一 般

財 団 法 人 北 区 勤 労 者 サ ー ビ ス セ ン タ ー 、 旧 一 般 財 団 法 人 荒 川 区 勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ

ン タ ー 及 び 杉 並 区 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 の 会 員 期 間 を 算 入 し て 請 求 で き る も の と す

る 。  

 

 

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 理 事 会 の 決 議 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 ２ 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  第 １ ９ 条 に 規 定 す る 給 付 事 業 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 旧 一 般 財 団 法 人 豊 島 区 勤 労 者

 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業 に 関 す る 規 則 及 び 旧 一 般 財 団 法 人 北 区 勤 労 者 サ ー ビ ス セ ン

 タ ー 事 業 に 関 す る 規 則 の 給 付 事 業 に 係 る 規 定 を 当 該 会 員 に 対 し 適 用 す る 。  

  

   附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 １ 月 １ ５ 日 改 正 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 削 除 ）   
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 附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 ５ 月 ２ ２ 日 改 正 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 理 事 会 の 決 議 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。   

 （ 経 過 措 置 ）  

２  第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で は 、

適 用 し な い 。  

３  第 １ ９ 条 に 規 定 す る 給 付 事 業 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 旧 一 般 財 団 法 人 豊 島 区 勤 労 者

福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 、 旧 一 般 財 団 法 人 北 区 勤 労 者 サ ー ビ ス セ ン タ ー 及 び 旧 一 般 財 団

法 人 荒 川 区 勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業 に 関 す る 規 則 の 給 付 事 業 に 係 る 規 定 を 旧

一 般 財 団 法 人 豊 島 区 勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 、 旧 一 般 財 団 法 人 北 区 勤 労 者 サ ー ビ

ス セ ン タ ー 及 び 旧 一 般 財 団 法 人 荒 川 区 勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー に 属 す る 会 員 に 対

し 適 用 す る 。  

４  第 ２ ０ 条 か ら 第 ３ ８ 条 の 規 定 は 、 旧 一 般 財 団 法 人 荒 川 区 勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ

ー に 属 す る 会 員 を 除 き 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

５  旧 一 般 財 団 法 人 北 区 勤 労 者 サ ー ビ ス セ ン タ ー に 属 す る 会 員 に つ い て は 、 ２ ６ 年 度 ま

で 一 部 給 付 金 の 緩 和 措 置 を 設 け る 。  

 

 附  則 （ 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ４ 日 改 正 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  廃 止 し た 第 ２ ４ 条 「 義 務 教 育 修 了 祝 金 」 に 関 す る 規 定 に つ い て は 、 旧 一 般 財 団 法 人

豊 島 区 勤 労 者 サ ー ビ ス セ ン タ ー 及 び 旧 一 般 財 団 法 人 北 区 勤 労 者 サ ー ビ ス セ ン タ ー に 属

す る 会 員 に 対 し て は 平 成 ２ ９ 年 度 ま で の 経 過 措 置 と し て 適 用 す る 。  

 

 附  則 （ 平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 ７ 日 改 正 ）  

   こ の 規 則 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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 別 表 １  給 付 項 目 及 び 給 付 金 額  

給    付    項    目  給  付  金  額  等  

 結  婚  祝  金     会  員        ２ ０ ,０ ０ ０ 円  

 金  婚  祝  金     会  員        １ ０ ,０ ０ ０ 円  

 銀  婚  祝  金     会  員        １ ０ ,０ ０ ０ 円  

 出  生  祝  金   会 員 又 は 会 員 の 配 偶 者       １ ０ ,０ ０ ０ 円  

 入  学  祝  金   会 員 の 子 （ 小 、 中 学 校 ）     １ ０ ,０ ０ ０ 円  

 成 人 祝 金   会  員     １ ０ ,０ ０ ０ 円  

 死 亡 弔 慰 金  

 ７ ０ 歳 未 満 の 会 員  

 ７ ０ 歳 以 上 の 会 員  

 会 員 の 配 偶 者  

 会 員 の 子 、 実 親  

   １ ０ ０ ,０ ０ ０ 円  

     ５ ０ ,０ ０ ０ 円  

   ２ ０ ,０ ０ ０ 円  

     １ ０ ,０ ０ ０ 円  

 入 院 見 舞 金  

 入 院 １ ４ 日 以 上      ７ ,０ ０ ０ 円  

 入 院 ３ ０ 日 以 上     １ ５ ,０ ０ ０ 円  

 入 院 ６ ０ 日 以 上     ２ ０ ,０ ０ ０ 円  

 入 院 ９ ０ 日 以 上     ３ ０ ,０ ０ ０ 円  

 障 害 見 舞 金  

 ７ ０ 歳 未 満 の 会 員  

                    １ 級  

 （ 等 級 が 上 が っ た    ２ 級  

    場 合 は 差 額 を 支   ３ 級  

    給 す る ）        ４ 級  

                    ５ 級  

                    ６ 級  

 

   １ ０ ０ ,０ ０ ０ 円  

    ８ ０ ,０ ０ ０ 円  

    ７ ０ ,０ ０ ０ 円  

   ６ ０ ,０ ０ ０ 円  

    ５ ０ ,０ ０ ０ 円  

   ４ ０ ,０ ０ ０ 円  

 ７ ０ 歳 以 上 の 会 員  

   １ ～ ３ 級  一 律 支 給  

  (等 級 が 上 が っ た 場 合 差 額 無 し ) 

 

     ３ ０ ,０ ０ ０ 円  

 

 住 宅 災 害 見 舞 金  

 全 損 ・ 全 焼    １ ０ ０ ,０ ０ ０ 円  

 半 損 ・ 半 焼     ５ ０ ,０ ０ ０ 円  

 一 部 損 ・ 一 部 焼     ３ ０ ,０ ０ ０ 円  

 床 上 浸 水     １ ０ ,０ ０ ０ 円  

 

 ※ 全 て の 給 付 項 目 に つ い て 、 在 会 １ 年 未 満 の 会 員 の 給 付 額 は 半 額 と す る 。  

 

  ※ 廃 止 し た 第 ２ ４ 条 「 義 務 教 育 終 了 祝 金 」 に 関 す る 規 定 に つ い て は 、 旧 一 般 財 団 法 人

豊 島 区 勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 及 び 旧 一 般 財 団 法 人 北 区 勤 労 者 サ ー ビ ス セ ン タ

ー に 属 す る 会 員 に 対 し て 平 成 ２ ９ 年 度 ま で の 経 過 措 置 と し て 適 用 す る こ と と し 、

５ ， ０ ０ ０ 円 を 支 給 す る 。  
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 別 表 ２  給 付 請 求 添 付 書 類  

給 付 の 種 類  事 実 を 証 明 す る 書 類  

 結 婚 祝 金  

 次 の う ち い ず れ か 一 つ  

  ＊ 戸 籍 謄 本 又 は 抄 本  

  ＊ 婚 姻 届 受 理 証 明 書  

   そ の 他 理 事 長 が 別 に 定 め る 結 婚 を 確 認 で き る も の  

金 婚 ・ 金 婚 祝 金  ＊ 戸 籍 謄 本  

 出 生 祝 金  

 次 の う ち い ず れ か 一 つ  

   ＊ 戸 籍 謄 本 又 は 抄 本  

  ＊ 母 子 手 帳 の 出 生 届 済 証 明 書  

   ＊ 健 康 保 険 証 の 写 し  

   そ の 他 理 事 長 が 別 に 定 め る 出 生 を 確 認 で き る も の  

 入 学 祝 金  

 次 の う ち い ず れ か 一 つ  

   ＊ 就 学 若 し く は 入 学 通 知 書  

   ＊ 在 学 を 証 明 で き る も の  

   ＊ 健 康 保 険 証 の 写 し  

  そ の 他 理 事 長 が 別 に 定 め る 生 年 月 日 を 確 認 で き る も の  

 義 務 教 育 終 了 祝 金  

（ 平 成 ２ ９ 年 度 ま で

の 経 過 措 置 ）  

 次 の う ち い ず れ か 一 つ   

   ＊ 卒 業 を 証 明 で き る も の  

  ＊ 健 康 保 険 証 の 写 し  

    そ の 他 理 事 長 が 別 に 定 め る 生 年 月 日 を 確 認 で き る も の  

 成 人 祝 金   年 齢 を 確 認 で き る も の  

死  

亡  

弔  

慰  

金  

 会  員  
 死 亡 事 項 登 載 の 戸 籍 謄 ・ 抄 本 、 死 亡 診 断 書 又 は  

 死 体 検 案 書 の い ず れ か 一 通   

 配 偶 者 等  
 死 亡 を 確 認 で き る も の  

 会 員 と の 続 柄 を 確 認 で き る も の  

入 院 見 舞 金   医 療 機 関 の 領 収 書 等 入 院 期 間 を 証 明 で き る も の  

障 害 見 舞 金   身 体 障 害 者 手 帳  

住 宅 災 害 見 舞 金  

 損 害 の 程 度 が 確 認 で き る も の  

   ＊ 消 防 署 等 官 公 署 の 発 行 す る 罹 災 証 明 書  

  ＊ 被 災 状 況 報 告 書  

  ＊ 損 害 の 程 度 が わ か る も の （ 写 真 等 ）  
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 別 表 ３  住 宅 災 害 見 舞 金 給 付 区 分  

給 付 区 分  損 害 の 程 度  

  全 損 ・ 全 焼   家 屋 及 び 家 財 の お お む ね ５ ０ ％ 以 上 に 損 害 を 受 け た と き  

  半 損 ・ 半 焼  
 家 屋 及 び 家 財 の お お む ね ２ ０ ％ 以 上 ５ ０ ％ 未 満 の 損 害 を   受

け た と き  

  一 部 損 ・ 一 部 焼  
 家 屋 及 び 家 財 の お お む ね １ ０ ％ 以 上 ２ ０ ％ 未 満 に 損 害 を   受

け た と き  

  床 上 浸 水   床 面 以 上 に 浸 水 又 は 土 砂 の 流 入 が あ っ た と き  

 

 


